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令和５年度 白浜町職員採用試験案内 
                    白 浜 町 役 場 総 務 課 
                     〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地 

                        電話 ０７３９（４３）６５８３（直通） 

 

◯ 受 付 期 間  令和５年８月１日(火)～令和５年８月１６日(水) 

◯ 第１次試験日  令和５年９月１７日(日) 

◯ 第１次試験場所  白浜会館・白浜町青少年研修センター 

           和歌山県西牟婁郡白浜町１番地の１ 
 

 １ 職種区分、採用予定人員及び職務内容  
 

 ⑴ 一般試験 

職 種 区 分 採用予定人員 職 務 内 容 

一 般 事 務 職 ５人程度 一般事務に従事します。 

 

 ⑵ 資格を有する試験 

職 種 区 分 採用予定人員 職 務 内 容 

保 育 士 職 ２人程度 専門業務に従事します。 

建 築 技 術 職 １人程度 専門業務に従事します。 

 

⑶ 身体障がい者を対象とする試験 

職 種 区 分 採用予定人員 職 務 内 容 

一 般 事 務 職 １人程度 一般事務に従事します。 

 

 ２ 受験資格  
 

⑴  一般試験 

  【 一 般 事 務 職 】 

    平成６年４月２日から平成１８年４月１日までに生まれた人 

 

⑵  資格を有する試験 

    【 保 育 士 職 】 

    昭和５９年４月２日から平成１６年４月１日までに生まれた人で、保育士資格を有

する人又は令和６年３月末日までに保育士資格を取得見込みの人 

   ※資格取得見込者が、令和６年３月３１日までに資格を取得できなかった場合は、合

格しても採用資格を失います。 

    【 建 築 技 術 職 】 

    昭和６３年４月２日から平成１８年４月１日までに生まれた人で、次の①又は②の

いずれかに該当する人 

① 建築設計技術を習得するための専門課程を卒業した人又は令和６年３月末日までに卒業

見込みの人 

② 建築士免許（１級又は２級）を有する人 

   ※卒業見込者が、令和６年３月３１日までにその属する学校を卒業できなかった場合 

は、合格しても採用資格を失います。 
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⑶ 身体障がい者を対象とする試験 

  【 一 般 事 務 職 】 

    昭和６３年４月２日から平成１８年４月１日までに生まれた人で、次の①～④まで

のいずれにも該当する人 

① 身体障害者手帳の交付を受け、障がいの程度が、１級から６級までの人 

② 通勤（家族等による送迎などを含む）ができる人 

③ 週３８時間４５分の職務遂行が可能な人 

④ 活字印刷文による出題に筆記具を使って手書きにより回答のできる人 

 

 

 ※次のいずれかに該当する人は、受験できません。 

  ア 日本国籍を有しない人 

  イ 地方公務員法第１６条の規定に該当する人 
 

地方公務員法（抜粋） 
 

  

 （欠格条項） 

第１６条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は

競争試験若しくは選考を受けることができない。 

 ⑴ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで

の者 

 ⑵ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

 ⑶ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第６０条から第６３条までに規定する罪を

犯し、刑に処せられた者 

 ⑷ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する

ことを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

 

 

 ３ 試験の日時、場所及び合格発表  
 

区 分 日 時 場 所 合格発表(予定) 

第１次試験 
令和５年９月17日(日) 

午前９時～ 

白浜会館 

白浜町青少年研修センター 
令和５年10月上旬 

第２次試験 令和５年10月下旬(予定) 白浜町役場(予定) 令和５年11月中旬 

  ※１ 合格者は、得点の高い順に決定します。ただし、町が認める得点に達しない場合

は、順位にかかわらず不合格となることがあります。 

  ※２ 第１次試験及び第２次試験の結果については、それぞれの試験の受験者全員に合

否を通知します。 

  ※３ 第２次試験の日時、場所等については、第１次試験合格者に改めて通知します。 

  ※４ 台風などの自然災害等の影響により、やむを得ず試験の日程・開始時刻を変更

する場合があります。変更がある場合は、試験当日の午前７時までに白浜町公式

ホームページ（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｏｗｎ．ｓｈｉｒａｈａｍａ．ｗａｋａｙａｍａ．

ｊｐ/）でお知らせします。 
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４ 試験の方法及び内容  
 

 

試験種目 試験内容等 

第
１
次
試
験 

教養試験 【一般事務職】 

 択一式 40題 120分 

時事、社会・人文、自然に関する一般知識を問う問題、文章理

解、判断・数的推理、資料解釈に関する能力を問う問題 

教養試験 【保育士職・ 

      建築技術職】 

 択一式 60題 75分 

社会についての関心や基礎的・常識的な知識、職務遂行に必要な

基礎的な言語能力・論理的思考力を検証する問題 

事務適性検査 【全職種】 

 択一式 100題 10分 
職員としての適応性を正確さ、迅速さ等の作業能力の面からみる 

職場適応性検査【全職種】 

 択一式 150題 20分 

公務員としての職業生活への適応性について、職務への対応や対

人関係面での性格特性をみる 

第
２
次
試
験 

作文試験 【全職種】 

 800字以内 60分 

テーマ指定による作文試験 

〔令和４年度の作文テーマは『白浜町職員として取り組みたいこ

とを述べよ』でした。〕 

面接試験 【全職種】 人物、性格等についての個別面接 

  ※教養試験については、大学卒、高校卒程度の区分ごとに行います。 

   （学歴免許等の区分が短大卒に含まれる人は、高校卒程度の区分で行います。） 

  ※職場適応性検査は、第１次試験日に実施しますが、第２次試験の結果に反映します。 

 

 

 ５ 受験手続及び受付期間  
 

 ⑴ 申込方法 

    採用試験申込書に必要事項を記入し、写真を貼付の上、白浜町役場総務課人事係へ

直接持参するか、又は郵送により提出してください。郵送の場合は、必ず簡易書留速

達郵便とし、封筒の表に『採用試験申込み』と朱書してください。 

    なお、記載事項等に不備があるときは、受理できない場合がありますので、注意し

てください。 

 

  ※採用試験申込書には、最終学校の成績証明書を添付（受付期間中に取得できない場合

はお問い合わせください。）してください。また、資格取得者については、資格を証

する書面（写し）を添付してください。 

 
 

【採用試験申込書の提出先、送付先及び問い合わせ先】 
 

  

 〒649-2211 

  和歌山県西牟婁郡白浜町１６００番地 

   白浜町役場総務課人事係  電話 ０７３９－４３－６５８３（直通） 

 

※採用試験申込書の提出は『白浜町役場総務課人事係』までお願いします。富田事務

所及び日置川事務所等の出先機関での採用試験の受付等は行っていませんので、注

意してください。 
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 ⑵ 受付期間 

    令和５年８月１日（火）から令和５年８月１６日（水）まで（土曜日、日曜日及び

祝日等の休日を除く、午前８時３０分から午後５時１５分まで）受け付けます。 

    ※郵送の場合については、令和５年８月１６日（水）午後５時１５分必着 

 

⑶ 受験票の送付 

    採用試験申込書を受理した後、令和５年９月上旬に受験票を送付します。受験票が

令和５年９月５日（火）までに到着しないときは、白浜町役場総務課人事係まで連絡

してください。 

 

 

 ６ 試験結果の開示  
 

  この試験の結果については、白浜町個人情報保護条例の規定により、開示を請求するこ

とができます。開示を希望する場合は、受験者本人が、受験票を持参の上、開示場所に直

接お越しください。なお、電話、郵便等による請求はできません。 

 開示請求できる方 開示内容 開示期間 開示場所 

第１次

試験 

第１次試験の不合格

者（本人に限る。） 

順位及び

総合得点 

合格発表の日から１箇月間

（土曜日、日曜日及び休日

を除く午前８時３０分から

午後５時１５分まで） 

白浜町役場 

総務課人事係 第２次

試験 

第２次試験の受験者

（本人に限る。） 

順位及び

総合得点 

 

 

 ７ 採用時期  
 

  令和６年４月１日 

 

 ８ 採用後の条件  
 

  採用時の給料月額（令和５年４月１日現在による。）は、おおむね下記のとおりで、経

歴その他に応じて一定の額が加算されます。 

大学卒 短期大学卒 高校卒 

１８５，２００円 １６４，１００円 １５４，６００円 

  このほか、勤務条件及び手当等は、白浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び白

浜町職員の給与等に関する条例等の規定によります。 

 

 ９ そ の 他  
 

  ○申込書類は、採用、不採用にかかわらず返却しません。 

  ○申込書に記載された個人情報は、採用試験及び採用に関する事務以外の目的には使用

しません。 

  ○受験の申込みは、いずれか一つの試験区分に限ります。また、採用試験申込書の受理

後における試験区分の変更は、認められません。 

 

 

 

 

 


